
公表様式　５

№ 提出された意見等 件数 実施機関の考え方 修正等の対応

1

移住定住促進について、神泉地区に
住める場所があれば移住者も移住候
補地にしやすいのではないか。空き
家バンクに登録するのを待つのでは
なくて、空き家保有者が「登録して
みよう」という気持ちにさせる手立
てが先なのではないでしょうか。そ
れを戦略にしていただきたい。それ
には、町から具体的に、既存の補助
ではなく、保有者にとって利益とな
る補助を出すといいのではないで
しょうか。年間１０軒まで、リ
フォーム８割補助。ゴミの片づけ100
パーセント補助とか。

1

空き家バンクへの掲載については、
現在（2020年3月時点）、町内は2件
が成約済みで募集中の案件がない状
況です。
今後は、空き家保有者が登録をして
みようと思っていただけるよう、引
き続き空き家バンクの周知に努める
とともに、登録促進策を検討してま
いります。
ご提案の保有者へのメリットづくり
については、既に空き家バンク登録
物件の入居時の入居者へのリフォー
ム補助制度があること、また、費用
対効果を踏まえ総合的に手法を検討
していく必要があると考えていま
す。

無

2

神川町は観光地として盛り上げる、
そこに力を入れる価値ある町なので
しょうか？やはり、観光地としてい
くことは重要なのでしょうか？

1

第２期総合戦略Ｐ８に記載のとお
り、「本町には、冬桜で有名な城峯
公園、清流神流川の景勝地である三
波石峡、古くから人々の信仰を集め
てきた金鑚神社や実りの時期にずら
りと並ぶ梨の直売所など、豊かな自
然、歴史・文化、農業・農村等の地
域資源が豊富にあります。」
町としては、これらの資源を有効活
用し、地域活性化に取り組んでまい
ります。

無

４　意見内容

案件名称：第２期神川町総合戦略（案）

１　意見募集期間 令和２年２月２５日（火）～令和２年３月１９日（木）

２　意見提出者 １名

３　意見提出件数 ２件


